
 

審議会等の会議録 

会 議 の 名 称 平成２４年度 第１回座間市住居表示審議会 

開 催 日 時 平成２４年７月３日(火) １３時３０分～１４時３０分 

開 催 場 所  座間市役所 ５－３会議室 

出 席 者 
陶山委員 小林委員 大沢委員（代理） 小野委員 大塚委員 渡辺委員 大谷
委員 岡見委員 江成委員 赤池委員 

事 務 局 
遠藤市長 関田部長 森田次長兼課長 溝田副技幹兼係長 扇主査 中根主事
補 

公 開 の 可 否 ■公開 □一部公開 □非公開 
傍聴人
数 

 なし 

非公開・一部公開し
た 理 由 

 

議 題 相武台地区住居表示（素案）について                   

資 料 の 名 称 
平成 24年度相武台地区住居表示（素案）について  座間市住居表示審議会参考
資料 座間市住居表示審議会法令集 

会議の内容 ※会議
次第及び発言要旨等 

次長 それでは、定刻となりましたので、ただ今から 座間市 住居表示審議会を開

催させていただきます。本日は、各委員さんにおかれましては、大変お忙しい

中、ご出席を賜りまして有難うございます。会議に先立ち、市長より皆様に委

嘱状の交付をさせていただきます。自席にてお受け取りください。 

市長 （委嘱状の交付） 

次長 ありがとうございました。なお、委員の任期は座間市住居表示審議会規則第

３条第２項及び第４条第２項により、諮問に係る審議が終了したときまでとな

っておりますので、よろしくお願いします。それでは、ここで各委員の皆様の

自己紹介をお願いいたします。 

 （自己紹介） 

次長 次に事務局の紹介をさせていただきます。 

 （事務局の紹介） 

次長 それでは開催に先立ちまして、市長より挨拶をさせていただきます。 

 （市長挨拶） 

次長 ありがとうございました。それでは、座間市住居表示審議会規則 第６条 第

２項によりまして、本日の委員さんの出席状況について報告をさせていただき

ます。出席は、過半数以上の出席をいただき、定足数に達しております。従い

まして、本日の審議会は成立いたしますので、ただ今から、座間市住居表示審

議会を進行させていただきます。議事の進行につきましては、会長選出までの

間、事務局にて進めさせていただきます。始めに、会長・副会長の選出が必要

となりますので関田都市部長の進行により選出をお願いいたします。 

部長 それでは、会長・副会長を選出いただきたいと思います。会則では各委員さ

んの互選となっております。なおこれまでの審議会の中では、会長に市議会議

長、副会長には自治会総連合会会長にお願いしている経過があります。 



 （協議の結果、小野委員を会長、渡辺委員を副会長とする） 

部長 会長に小野委員様、副会長に渡辺委員様ということになりますがよろしいで

すか。 

 （一同承認） 

部長 皆さんのご賛同をいただきましたので、会長には小野委員様、副会長には渡

辺委員様に、決定させていただきます。どうもありがとうございました。 

次長 それでは、小野委員様と渡辺委員様におかれましては、それぞれ会長席・副

会長席のほうへお移りいただきたいと思います。 

 （席移動） 

次長 会長、副会長が選出されましたので、小野会長からご挨拶をお願いいたしま

す。 

会長 （会長挨拶） 

次長 ありがとうございました。続きまして渡辺副会長にお願いします。 

副会長 （副会長挨拶） 

次長 ありがとうございました。恐れ入りますが、市長は他に所用がございますの

で、ここで退席させていただきます。 

 （市長退席） 

次長 それではここでお手元にお配りしております資料について確認させていただ

きます。 

 （資料確認） 

次長 資料の不足等ございませんでしたでしょうか。これより審議へ移らせていた

だきますが、本審議会は、協働まちづくり条例第１２条の規定に基づき、会議

の全部又は一部を公開することとされておりますので、ご了承をお願いします。

これからの議事進行は、座間市住居表示審議会規則第６条第１項に基づきまし

て、議長を小野会長にお願いいたしします。 

議長 それでは、これより議題に入ります。「議題１ 相武台地区住居表示（素案）

について」事務局より説明を願います。 

事務局 それでは議題１｢相武台地区住居表示素案）について」説明させていただきま

すが、その前に、皆様ご存知のことかとは思いますが，住居表示事業の内容と、

これまでの座間市の住居表示について簡単にご説明させていただきます。お手

元にお配りしております、参考資料と書かれた資料をご覧ください。 

往居表示とはに書いておりますとおり、現在の相武台地区におきましては、

土地に付けられた“地番”をその上に立つ建物の住所として利用しております。

地番は本来住所を表すものではなく、明治のはじめ、徴税を目的としてつけら

れた番号です。そのため、地番を住所として利用した場合、同じ住所の家が何

か所もあったり、土地の分筆・合筆によって枝番・欠番が生じ、隣り合う家の



住所が全く違うといった複雑な状況になっています。このような状況を改善す

るのが住居表示になります。 

次ページ上段を見ていただきますと、【住居表示のしくみ】として住所を設定

する際の手順を記載させていただいております。まず、市境や線路、道路等に

よって“町”の区域を区切ります。次にそれぞれの町を道路等で“街区”に区

切り、街区に順に番号を設定します。更に街区の周りに基礎番号を設定し、街

区内の住居について、家の出入り口の位置によって住居番号を決めます。 こ

れらによって定められた番号をつなげたものが、住居表示による住所となりま

す。資料の例ですと ｢○○○一丁目１番１号」が住所となります。 

こちらの方法で住所を表しますと、隣り合う住居には連続した、若しくは近

い番号が付くことになり、地域ごとにまとまりのある住所となります。これに

より、訪問者の方が探しやすく訪れやすい、特に緊急時の消防車、救急車が現

場に速やかに到着できることが期待できます。 

次に、【「実施区域内の住居表示の方法について」】と書かれた紙の裏面にあり

ます､【座間市の住居表示実施状況】をご覧ください。（２）実施経緯にござい

ますとおり、現在まで座間市では昭和５６年の相模が丘地区に始まり平成１４

年のひばりが丘地区まで市内１１の地区におきまして住居表示を実施してまい

りました。これにより、平成２４年４月１日現在におきまして、座間市では８

１１ｈａ、面積比で市全域の４６．１３％にて住居表示が実施されております 

以上が住居表示の概要になります。 

それでは議題内容の説明に移らせていただきます。【相武台地区住居表示（素

案）】と書かれた資料をご覧ください。 

【１．住居表示の実施区域について】ですが、こちらは２枚目の【住居表示

実施区域図】にありますとおり、現在の相武台１丁目から４丁目、相武台地区

全域を考えております。 

次に【２．実施区域内の住居表示の方法について】ですが、これまで実施し

てきました他の地区と同様に、街区方式での実施を考えております。 

最後に【３．住居表示実施に伴う町割り、町名変更について】ですが、こち

らは３枚目の【町の名称の変更図】及び参考として記載しております新旧町名

対照表にありますとおり、現在の相武台１丁目から４丁目までの町割りを尊重

し、町名に関してはアラビア数字を漢数字に変更することを考えております。 

素案をご紹介させていただきましたが、今回素案を設定いたしました経緯に

つきまして、ご説明させていただきます。まず【１．住居表示の実施区域につ

いて】説明いたします。参考資料の【相武台地区の概要】という資料をご覧く

ださい。 

【１．位置】にありますとおり、相武台地区は市庁舎の北に位置し、相模原

市との行政界に面しています。【２．経緯】としまして、もともとは相武台・座

間入谷・座間・栗原・緑ケ丘などの大字が入り組んだ地域だったものを、昭和



４９年１月に町名変更を実施し、現在の相武台１丁目から４丁目の形となって

おります。【３．住居表示の必要性】としましては、町名変更を実施しました昭

和４９年１０月には人口６，７４３人であった地区が、平成２４年４月現在で

は人口１０，２３８人を数え約１．５２倍に増加しています。人口の増加に伴

い、世帯数は現在４，９３０世帯を数え、土地の分筆・合筆が繰り返された結

果、町名変更により解消された地番の混乱が、再び起こっている状況です。こ

の問題を解消するため、地元からの要望もあり、相武台地区での住居表示実施

を考えております。【４．地域の特性】についてですが、面積、人口、世帯数は

表の通りでございます。人口密度が相模が丘に次いで高い人口密集地であり、

今後も高密度が予想されることから、そのような意味でも住居表示が必要と思

われます。 

次に【２．実施区域内の住居表示の方法について】街区方式と提案させてい

ただきました根拠をお話しいたします。【「実施区域内の住居表示の方法につい

て」】と記載されました資料をご覧ください。参考資料の３ページ目です。 

住居表示の実施方法についてですが１に記載されておりますとおり、“街区方

式"と“道路方式”の２つがございます。街区方式は、先ほど【住居表示とは】

にて説明させていただいたように、街区を区切って番号を付け、その中の住居

に番号を付けていくという方法です。日本では道路事情や、町名と番地より住

所を表すという慣習に近くわかりやすいことから、ほぼ全ての地域で街区方式

が採用されており、座間市でもこれまで街区方式にて実施してきております。

道路方式は主に欧米にて採用されている方式で、道路を基準とし、その沿道の

住宅に順番に番号を振っていくという方式です。相武台地区におきましても、

他の地域との整合性や、分かりやすさから街区方式にて実施したいと考えてお

ります。 

最後に【３．住居表示に伴う町割り、町名変更について】説明させていただ

きます。【相武台地区住居表示のアンケート結果】という資料をご覧ください。

相武台地区につきましては、町割りについては、主要な道路、小田急線の線路

により既に割られており、また、地域に根付いたものであることから、現状の

町割りを維持したいと考えております。 

ただ、町名に関しましては相模原市の隣接する部分にも同様の相武台１丁目

から３丁目という町名があることから検討が必要と考え、昨年８月に相武台地

区にて、全戸配布という形で住居表示に関するアンケートを実施し、その中で

町名の変更についてお聞きしましたところ、約９割の方が町名を変えたくない

という意見をいただきました。相武台という地名は、皆様のお手元にお配りし

ております【相武台地区の概要】という資料の裏面、【相武台という地名】にあ

りますように、歴史的背景があり、また愛着を感じられている地元の方の思い

が現れたものと受け止めております。このアンケート結果を基に、今回の住居

表示実施でも相武台の名前は変えず、各丁目の数字を、座間市における他の地



域の慣例と併せ、アラビア数字を漢数字とさせていただき、新町名としたいと

考えております。 

これにより、相模原市と座間市で同一の町名が隣接することとなりますが、

このことについては過去に県に問い合わせた経緯があります。その際に、少な

くとも同一市内では同じ町の名称又はまぎらわしい類似の町の名称が生じない

ようにすべきであるが、市外についての規定はありません。住居表示の実施に

当たっては、できるだけ従来の町名を尊重するとともに、住民の意思を尊重し

つつ慎重に行うこととなっているので、相武台を希望する意見が多数となれば

やむを得ないでしょう。との回答を頂いております。 

実際の実施に当たり、電柱に取り付ける街区表示板の色を変更するなど、差

別化の方法は検討していきたいと考えております。 

以上で議題１「相武台地区住居表示（素案）について」の説明を終わります。 

 
議長 ただ今、事務局から説明がありましたので、これより質疑に入ります。     

質疑をお願いいたします。 

 
委員 相武台地区は相模原市の同一名の町と隣接しているとのことだが、トラブル

等は無いのか。 

 

事務局 現在相模原市では住居表示が実施され、１ケタから２ケタで何番何号という

形で住所設定されているのに対し、座間市は地番による住所のため、概ね３ケ

タから４ケタの地番に枝番という形で住所が表記されております。そのような

中、今のところ町名に関するトラブルという話はお聞きしておりません。また、

相模原市さんが政令指定都市になり、相模原市南区相武台と南区が付くのに対

し座間市相武台となりますので、南区により区別されることから同じ名前でも

問題はないのではないかというご意見もいただいております。ただ、トラブル

とはまた異なると思われるのですが、相模原市相武台にて住居表示が実施され

ていることから、座間市相武台でも住居表示が実施されていると思われ、相武

台地区の新築住居について住居番号付番の申請をされる方がたまにいらっしゃ

います。 

 
委員 「相武台地区住居表示実施のアンケート調査結果」の５、自由意見について

詳しく教えてもらいたい。 

 

事務局 １つ目の「変更に係る手続きを分かり易く教えて欲しい」という意見につい

てですが、こちらに関してはホームページにも情報を掲載しております。詳し

い内容に関しましては、今後実施いたします地元説明会等にて「住居表示のし

おり」という解説資料を配布しながら、説明させていただく予定です。 

２つ目の「個人の負担が大きいので住居表示そのものを取り止めて欲しい。」

は少数ながらございました。ただこれとは逆に、３つ目の「地番が複雑になっ

てしまい、地番では分からないので住居表示を行って欲しい」という意見も頂

いております。 

町名に関係する話ですが、４つ目のように由緒ある名前を変えないでほしい



という意見をいただいております。 

５つ目について、少数ながら変えてほしいという意見もございましたが、歴

史的経緯やアンケート結果の内容から、相武台の名前を残すこととしておりま

す。 

 委員 なるほど。説明頂けて、その他の質問と回答も理解しやすくなりました。 

 

委員 先程、町名変更に関して○丁目の○の部分、アラビア数字を漢数字に変更す

るとしていたが、アンケート結果としては町名を変更してほしくないとの意見

が９割となっているが。 

 

事務局 今回のアンケート結果としては、「相武台」という部分を変更しないという意

味である。数字の部分に関しては、座間市において、町名変更を実施した際に

はアラビア数字、住居表示を実施した際には漢数字として○丁目の○の部分の

数字を設定しているので、漢数字として統一したい。 

 
委員 アンケート結果として表れている市民の意見は反映されているという理解で

宜しいか。 

 事務局 おっしゃる通りです。 

 

議長 他に質疑はございますでしょうか。 

他に質疑がなければ以上で質疑を終結します。 

以上をもちまして、本日は予定しておりました議事を終了させていただきま

す。 

これからの進行は、事務局にお返しします。 

 

事務局 どうもありがとうございました。本日いただきましたご意見を踏まえ、相武

台地区の住居表示の事務を進めさせていただきます。 

その他といたしまして、今後の予定について説明させていただきます。 

今回いただきました意見内容を踏まえまして、７月から８月にパブリックコ

メントを実施し、広く市民の皆様からの意見を募集いたします。また地元説明

会を２回予定しており、こちらでもご意見を頂きます。その後、第２回審議会

を１０月頃に実施させていただき、市民の皆様よりいただきました意見を加え、

改めて諮問・答申を頂きたいと考えております。その後、議会への議決等を経

て、平成２５年の１０月に住居表示を実施したいと考えております。 

その他として皆様何かありますでしょうか。 

特に無いようですので、会議を終わらせていただきます。それではこれをも

ちまして、本日の予定はすべて終了いたしました。これで審議会を閉会いたし

ます。お忙しいところ、ありがとうございました。 

 


